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どんな障がいがあっても、安心して地域で暮らしていけるようにしたい！
障がいのある人への良き理解者を増やし、広げたい！

安永健太さん死亡事件を共に考える集いを
開催！！

８月２６日１０時００分より花川北コミュニティセンターで、「安永健太さん死亡事件を
共に考える集い」が２５名の参加で開催されました。開催にあたっては石狩市に共催をお願
いし、後援として石狩市教育委員会、石狩市社会福祉協議会、石狩市地域自立支援協議会の
ご協力のもと開催することができました。
集いでは最初にドキュメンター映画「いつもの帰り道で～安永健太さんの死がといかける

もの～」が上映されました。映画を通してあらためて健太さんのような事件は、どこにでも
起こりうる問題ではないかと思いました。お父様の素朴な語り口が、逆に哀しみの深さを感
じました。
続いてオンラインで大阪から健太さんの会事務局長の辻川圭乃（つじかわ たまの）弁護

士から講演がありました。「安永健太さんが残したものを風化させないために」ということ
で、はじめに、健太さん事件について、「２００７年９月２５日佐賀市内で、作業所帰りの
自転車に乗っていた知的障がいのある２５歳の青年である健太さんが佐賀県警の警察官から
不審者と誤信されて後ろ両手錠を掛けられて多数の警官に抑え込まれて、即日心臓死させら
れた事件です。」との説明に始まり、事件や裁判の経緯を詳しく話されました。また、健太
さん事件を通して、現行の「警察官職務執行法（警察官の活動内容について定める法律）」
の問題が話され、国連は２０２２年９月「精神錯乱」等の侮蔑的な用語及び差別的な法規制
を廃止することを日本に対して勧告しており、この言葉は警職法にしか使われていないこと。
そして、改正案の提言内容など詳しく説明されました。
また、事件が起きる６年前にはの２００１年には警察プロジ

ェクトが始まり、ハンドブック「知的障がいのある人を理解す
るために」（全日本育成会発行）が全国の警察に配られ、その
後、２００４年には警察庁作成の「障がいを持つ方への接遇要
領」も全国の警察本部・警察庁に配布されていたが、生かされ
ることなく健太さん事件が起き、なお現在でも繰り返され続け
る悲劇が起きていることも話されました。
参加された皆さんからは多くの感想シートをいただき、その

一部を次ページに掲載させていただきました。ありがとうござ
いました。

YouTubeで日本語字幕版・手話+日本語字幕版・音声ガイド版の３バージョンの動画が配
信されています。また、安永健太さん死亡事件に関する情報として、安永健太さん死亡事件
に関するYouTubeの主な一覧
・【安永健太さん死亡事件】障害者権利条約 日本審査総括所見 ...
・安永健太さんのお父様のお話
・国連障害者権利委員会総括所見を受けての記者会見 20221018
・「健太さんはなぜ死んだか」出版記念シンポジウム20170710
・ABEMA NEWS 2023年6月20日放送「捜査や裁判で自分を守れない“供述弱者”とは」

これらはP&Aいしかりのホームページに掲載 https://p-a-ishikari.jimdofree.com/
「P&Aいしかり」で検索するとすぐ見つかります。そこに各情報のリンクをはっております
のでご覧下さい。

https://p-a-ishikari.jimdofree.com/


対応した警察官の方が誰一人として健太さ
んの障がい特性に気づいて下さらなかったこ
とが悔しくてたまりません。
警職法の見直しはもとより、一人でも多く

の方に障がいのことを知っていただくことが
大切だ思いました。亡くなる前、複数の警察
官に取り押さえられた健太さんはどんなに怖
い思いをされたのでしょう。我が息子の姿を
重ね合わせるといたたまれない、悔しくてや
りきれない気持ちになります。
警察官には知的障がい者に対する注意義務

があることを改めて認識していただき、地域
には様々な人がいることを知ってほしいと思
いました。P&Aいしかりの活動意義を改めて
感じることができました。ありがとうござい
ました

個人で考えればわかる正しさが、組織にな
ると正しさが捻じ曲げられてしまうという社
会の理不尽さが表れた事件かなと感じました。
裁判を終えて「自分が加害者に扱われたと

感じた」というお父様の悔しさは計り知れな
いものがあったと思いますが、それでも「最
後に頼らなければならないのは警察です」と
仰ったお父様の心の強さに感服しました。

障がい者の自立といっても、社会が全員理
解してくれているわけではないので、サポー
ターもしくは保護者と一緒の外出しか考えら
れないし、子供を守ることができないのが現
実問題です。
誰もが安心して暮らせる社会をつくるには、

当事者の親の働きかけが重要だと思いました。

本当に痛ましい事件で、言いようのない悔し
さと憤りを感じます。お身内の皆さんの無念を
考えると深い悲しみにおそわれます。
私も同じ立場の親として何とか多くの方々に、

この現実を知っていただき、共に歩んでいただ
くことが希望です。
それにつけても生まれ育った地域で、生きづ

らい方々のために、P&Aいしかりの役割はほん
とに大切なことであると感じています。
どうぞ多くの人が共感して、大きな力となり

ますことを心からお祈りしています。

２００７～８年前、以前勤めていた養護学
校に警察から知的障がい者理解に係る講演依
頼がありました。この件が発端だったと一致
したところです。
警察だけでなく通常学校の障がい者理解の

レベルは低く、管理職の発信で作業所通いの
知的障がい者を「不審者注意」と保護者向け
資料が配布されたという情報が寄せられてお
り、課題が山積みであることを改めて感じま
した。本日はありがとうございました。

参加者の皆様からの感想の一部紹介

とてもつらい悲しい事件だったと思います。
もっと周りの方々の障がいを持って身近な地域
で生活をしていることへの理解と関心を持って
頂けたら命を落とす事は無かったと思います。
障がい者への特性を分かっていただける努力

が必要ではないかと感じた研修会でした

障がいの子を持たないとわからない、理解する
ことが難しいということはわかるのですが、市民
と密にかかわる職に就くものは特に理解が必要な
のではないかと思いました。
辻川先生ありがとうございました。

本日はありがとうございました。
大変参考になりました。
今後も頑張って下さい。

研修の機会をいただきありがとうございま
した。福祉以外の立場の方、市民の方にも障
がいの理解についての周知を定期的に継続的
に地道に行っていく必要を感じました。

「健太さんはなぜ死んだか」

警官たちの｢正義｣と障害者の命

斎藤貴男著

https://yasunagajikenwokangaeru.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
https://yasunagajikenwokangaeru.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
https://yasunagajikenwokangaeru.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
http://4.bp.blogspot.com/-0vZwcvrIOCc/ViBNrA8HuiI/AAAAAAAAATE/HYBufV7BJuU/s1600/%25E5%25AE%2589%25E6%25B0%25B8%25E8%25A3%2581%25E5%2588%25A4%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2583%2591%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2595%25E8%25A1%25A8%25E7%25B4%2599.jpg


石狩市民生委員児童委員連合協議会障がい
福祉部会の皆様との懇談が開催！！

昨年７月６日の懇談に続いて、本年7月１２日（水）１３時００分より花川南コミュニ
ティセンターで、民生委員・児童委員連絡協議会障がい福祉部会の皆さんとP＆Ａいしかり
世話人との懇談が行われました。
今年度より民生委員の部会の皆さんは、新しくメンバーとなった方も多く、民生委員の安

保さんを通して、熊谷部長からあらためてP&Aいしかりとの懇談をとのご依頼をいただきま
した。
懇談会では熊谷部長の挨拶に始まり、冒頭、世話人の自己紹介の後、P＆Ａいしかりの紹

介パンフを通して、P＆Ａいしかりの活動紹介と「障がいのある子を育ててきた私たちから
のメッセージ」の冊子お配りして、障がいのある子を育ててきた親として、これまで地域の
中での様々な関りを通して、地域の皆さんに伝えたいことなど親の想いをお話しさせたいた
だきました。
その後、部会委員の皆さんからの自己紹介があり、その中で街で障がいがある方を見かけ

た時にいろいろと迷いながらも対応されたお話や、困った時に連絡するところを把握して、
地域活動に生かしていこうとのお話しもされていました。障がいを持つ方にどう声掛けや関
わったら良いか。また、ご自身のご家族でのことなど、いろいろ懇談することができました。
また、委員の渡邉さんから「身近にある福祉、障がいに関する様々なマーク」（内閣府の資
料）が紹介されました。（わかりやすいパンフ情報なので、この広報でも紹介します
民生委員の部会の皆さんとの懇談を通して、お互いに身近な地域で暮らされている様々な

障がい持たれている方の「生きづらさ」やそれぞれの障がいや個性を知り、そして「困り
感」を共に理解し、少しでもサポートできるように、これからも様々な機会に共に取り組み
を進めていければと思いました。

民生委員・児童委員の皆さんの役割が、「自らも地域住民の一員として、それぞれが担当
する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサー
ビスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安
否確認などにも重要な役割を果たしています。」との説明が、全国民生委員・児童委員連合
会のホームページで紹介されています。
・安全で安心な地域のための「見守り役」
・困りごとや生活上のさまざまな「相談役」
・行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」

こうした身近な地域で活動されている民生委員・児童委員の皆さんとさらに連携して、「障
がいがあっても街の中で普通の暮らし」ができる地域づくりを目指していきます。
この度は民生委員・児童委員連絡協議会障がい福祉部会の皆さんとの懇談をさせていただ

き本当にありがとうございました。
P&Aいしかり 世話人一同
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